
市
で
は
、
少
子
高
齢
化
な
ど
の
行
政
課
題
に
対
応
し
、

将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
行
政
運
営
に
転
換
を
す
る

た
め
の
取
り
組
み
を
ま
と
め
た「
匝
瑳
市
行
政
改
革
大
綱
」

を
市
民
で
構
成
す
る
匝
瑳
市
行
政
改
革
推
進
委
員
会
の
審

議
を
経
て
、
昨
年
１２
月
２５
日
に
策
定
し
ま
し
た
。

「
匝
瑳
市
行
政
改
革
大
綱
」
の
計
画
期
間
は
、
平
成
１８

年
度
か
ら
２２
年
度
ま
で
の
５
年
間
で
す
が
、
効
果
的
で
効

率
的
な
行
政
運
営
を
図
る
た
め
、
前
半
の
３
年
間
を
集
中

実
施
期
間
と
し
た
取
り
組
み
を
展
開
し
ま
す
。

な
ぜ
今
行
政
改
革
か

国
で
は
、
財
政
状
況
が
厳
し
い
中

「
小
さ
な
政
府
」
を
志
向
し
、
国
・

地
方
を
通
じ
た
行
政
改
革
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
そ
の
改
革
の
柱
の
一
つ

「
地
方
に
で
き
る
こ
と
は
地
方
に
」

の
観
点
か
ら
、
行
政
全
般
に
わ
た
る

構
造
改
革
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め

に
、「
新
地
方
行
政
改
革
指
針
」を
示

し
ま
し
た
。指
針
で
は
、す
べ
て
の
地

方
公
共
団
体
に
行
政
改
革
大
綱
の
見

直
し
と
こ
れ
に
基
づ
く
集
中
改
革
プ

ラ
ン
の
公
表
を
求
め
て
い
ま
す
。

市
で
は
国
の
指
針
へ
の
対
応
を
図

る
と
と
も
に
、
合
併
後
の
市
の
体
制

の
整
備
状
況
を
見
極
め
つ
つ
適
切
に

対
応
す
る
た
め
に
、
行
政
改
革
の
基

本
と
な
る
事
項
を
定
め
た
「
匝
瑳
市

行
政
改
革
大
綱
」
を
、
市
民
で
構
成

す
る
匝
瑳
市
行
政
改
革
推
進
委
員
会

の
審
議
を
経
て
策
定
し
ま
し
た
。
こ

の
行
政
改
革
大
綱
の
具
体
的
な
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
で
あ
る
「
匝
瑳
市
行

政
改
革
大
綱
実
施
計
画
」
を
集
中
改

革
プ
ラ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
ま
す
。

旧
市
町
の
財
政
状
況

合
併
前
の
八
日
市
場
市
・
野
栄
町

の
財
政
は
、
歳
入
面
で
は
、
自
主
財

源
の
根
幹
で
あ
る
市
税
・
町
税
が
伸

び
悩
む
中
、国
の
三
位
一
体
改
革《
注

１
》
の
影
響
で
地
方
交
付
税
が
、
旧

市
町
合
計
で
平
成
１２
年
度
〜
１６
年
度

の
５
年
間
で
約
１５
・
１
億
円
が
減
少

す
る
な
ど
、
歳
入
全
体
が
縮
小
し
て

い
ま
す
。
〈
グ
ラ
フ
１
参
照
〉

歳
出
面
で
は
、
両
市
町
と
も
職
員

数
の
削
減
な
ど
に
よ
り
人
件
費
が
減

少
す
る
一
方
、
少
子
化
対
策
な
ど
に

よ
り
扶
助
費
《
注
２
》
が
増
加
し
た

た
め
、
経
常
的
経
費
《
注
３
》
が
増

大
化
し
て
い
ま
す
。
〈
グ
ラ
フ
２
、

３
参
照
〉

そ
の
結
果
、
財
政
の
柔
軟
性
を
示

す
指
標
で
あ
る
経
常
収
支
比
率
《
注

４
》
が
、
両
市
町
と
も
平
成
１６
年
度

に
９５
％
を
超
え
、
政
策
的
経
費
に
振

り
向
け
る
財
源
は
減
少
し
続
け
財
政

の
硬
直
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
〈
グ

ラ
フ
４
参
照
〉

ま
た
、
両
市
町
と
も
、
近
年
の
財

源
の
不
足
分
を
主
に
積
立
金
の
取
り

崩
し
で
補
っ
て
い
ま
す
の
で
、
主
な

積
立
金
で
あ
る
財
政
調
整
基
金
《
注

５
》
は
両
市
町
合
計
で
、
平
成
１２
年

度
に
は
約
１８
億
円
あ
っ
た
も
の
が
、

１６
年
度
に
約
１１
億
円
と
６
割
に
減
少

し
て
い
ま
す
。
〈
グ
ラ
フ
５
参
照
〉

《
注
１
》
三
位
一
体
改
革
…
地
方
分

権
と
国
の
歳
出
削
減
が
目
的
。
国
庫

補
助
金
の
削
減
、
地
方
へ
の
財
源
移

譲
、
地
方
交
付
税
の
見
直
し
を
包
括

的
に
行
う

《
注
２
》
扶
助
費
…
生
活
保
護
や
福

祉
制
度
に
要
す
る
費
用

《
注
３
》
経
常
的
経
費
…
行
政
の
執

行
上
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
毎
年
継

続
し
て
支
出
さ
れ
る
人
件
費
、
扶
助

費
、
公
債
費
、
物
件
費
、
維
持
補
修

費
な
ど
の
経
費

《
注
４
》
経
常
収
支
比
率
…
経
常
的

経
費
に
市
税
、
地
方
交
付
税
な
ど
の

経
常
一
般
財
源
が
ど
の
程
度
充
当
さ

れ
た
か
示
す
割
合
。
８０
％
程
度
が
妥

当
と
さ
れ
、
平
成
１６
年
度
に
そ
の
水

準
に
あ
る
全
国
の
市
町
村
は
全
体
の

６
・
６
％
、
全
国
市
町
村
平
均
９０
・

５
％

《
注
５
》
財
政
調
整
基
金
…
年
度
間

の
財
源
の
不
均
衡
を
調
整
す
る
た
め

の
積
立
金
。
あ
る
年
度
で
財
源
が
不

足
し
た
場
合
に
取
り
崩
す
こ
と
が

で
き
る
。
一
般
家
庭
の
預
貯
金
に
相

当

行行政政改改革革大大綱綱
（（前前編編））

持
続
可
能
な
行
政
運
営
を
め
ざ
し

「
匝
瑳
市
行
政
改
革
大
綱
」
を
策
定

計
画
期
間
は
平
成
１８
年
度
〜
２２
年
度

グラフ２

グラフ１

集中改革プランの項目
①事務・事業の再編・整理、廃止・統合
②民間委託等の推進（指定管理者制度
の活用を含む）
③定員管理の適正化
④手当の総点検をはじめとする給与の
適正化（給料表の運用、退職手当、特
殊勤務手当等諸手当の見直し等）
⑤第三セクターの見直し
⑥経費節減等の財政効果
⑦その他

２広報そうさＨ１９．３．１
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匝
瑳
市
の
財
政
状
況

合
併
後
初
め
て
の
決
算
で
あ
る
平

成
１７
年
度
一
般
会
計
決
算
で
、
歳
入

は
約
１
４
８
・
３
億
円
（
対
前
年
比

約
３
・
９
億
円
、
２
・
７
％
増
）、歳

出
は
１
４
３
・
７
億
円
（
対
前
年
比

約
５
・
４
億
円
、
３
・
９
％
増
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
１７
年
度
の
主
な
財
政
指
標
の

う
ち
、経
常
収
支
比
率
は
９９
・
９
％
、

実
質
単
年
度
収
支
《
注
６
》
は
約
９

・
２
億
円
の
減
、
ま
た
財
政
調
整
基

金
現
在
高
は
約
５
・
７
億
円
と
な
り

ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
指
標
か
ら
、
市
税
、
普

通
交
付
税
等
の
経
常
的
な
収
入
の
ほ

と
ん
ど
が
、
人
件
費
、
扶
助
費
、
公

債
費
、
物
件
費
、
維
持
補
修
費
な
ど

の
経
常
的
経
費
に
充
て
ら
れ
て
い
る

た
め
、
臨
時
的
な
経
費
に
充
て
る
財

源
が
不
足
し
、
そ
れ
を
財
政
調
整
基

金
な
ど
の
取
り
崩
し
に
よ
っ
て
補
っ

て
い
ま
す
。

《
注
６
》
実
質
単
年
度
収
支
…
当
該

年
度
に
所
属
す
べ
き
収
入
と
支
出
の

実
質
的
な
差
額
を
知
る
指
標
の
こ

と
。
各
年
度
の
現
金
の
収
支
か
ら
翌

年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源
を
控
除

し
、
黒
字
要
素
（
財
政
調
整
基
金
へ

の
積
立
金
等
）
を
加
え
、
赤
字
要
素

（
財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩
し
額
）

を
差
し
引
い
た
額

財
政
推
計

平
成
１８
年
度
の
制
度
、
政
策
な
ど

を
前
提
と
し
て
特
段
の
節
減
努
力
や

財
源
対
策
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
、

平
成
１８
年
度
〜
２２
年
度
の
５
年
間
の

歳
入
歳
出
を
推
計
し
た
財
政
推
計
で

は
、
同
期
間
で
計
約
５
・
９
億
円
の

財
源
不
足
に
な
り
ま
す
。

行政改革の目的

少子高齢化などの新たな行政課題に対応し、
将来にわたって持続可能な行政運営への転換

行政改革による行政運営の転換のイメージ図

これからの行政運営
・歳入に見合った歳出の徹底
・簡素で柔軟な行政運営
・民間との協働等による多様
な主体での行政サービスの
提供

・将来にわたって、継続可能
な行政運営
・新たな行政需要に対応でき
る行政運営

今までの行政運営
・行政主導の行政サ
ービスの肥大化

・経常的経費の増大

財政構造の硬直化財
政状況の悪化により
新たな行政需要に対
応できない行政運営

平成１７年度決算
行政改革

歳入１４８．３億円
対前年比＋２．７％

＋３．９億円

歳出１４３．７億円
対前年比＋３．９％

＋５．４億円

経常的経費の推移

財政調整基金残高の推移 経常収支比率の推移
グラフ４

（旧市町の加重平均）

総括的数値目標
◎経常収支比率の改善
平成１７年度９９．９％の経常収支比率を、平成２２年度に９０％以下とします。

◎職員数の削減
平成２３年４月１日現在の職員数を３３９人以下とします。この職員数には、

病院事業会計に属する医療職などは含まれません。平成１８年４月１日現在
の職員数は３９０人です。

!

グラフ３

問い合わせ!総務課庶務班!７３─００８４

グラフ５

"

（旧市町の合算）

!

【
４
月
号
に
続
く
】

３


